
本
号
で
公
布
さ
れ
た

法
令
の
あ
ら
ま
し

政

令

第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
中
小
企
業
者
の
範
囲
）

第
二
条
の
二

法
第
二
条
第
十
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
並
び
に
そ
の
業
種
ご
と
の
資
本
金
の

額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

業

種

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

一

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又
は
航

空
機
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
製
造

業
並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト
製
造
業
を

除
く
。）

三
億
円

九
百
人

二

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理

サ
ー
ビ
ス
業

三
億
円

三
百
人

三

旅
館
業

五
千
万
円

二
百
人

令和年月日 水曜日 第号官 報




２

法
第
二
条
第
十
四
項
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
組
合
及
び
連
合
会
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

事
業
協
同
組
合
及
び
事
業
協
同
小
組
合
並
び
に
協
同
組
合
連
合
会

二

水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

三

商
工
組
合
及
び
商
工
組
合
連
合
会

四

商
店
街
振
興
組
合
及
び
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会

五

生
活
衛
生
同
業
組
合
、
生
活
衛
生
同
業
小
組
合
及
び
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又

は
間
接
の
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
が
五
千
万
円
（
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
一

億
円
）
以
下
の
金
額
を
そ
の
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
と
す
る
法
人
又
は
常
時
五
十
人
（
卸
売
業
又

は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
百
人
）
以
下
の
従
業
員
を
使
用
す
る
者
で
あ
る

も
の

六

酒
造
組
合
、
酒
造
組
合
連
合
会
及
び
酒
造
組
合
中
央
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
た
る
酒

類
製
造
業
者
の
三
分
の
二
以
上
が
三
億
円
以
下
の
金
額
を
そ
の
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
と
す
る
法

人
又
は
常
時
三
百
人
以
下
の
従
業
員
を
使
用
す
る
者
で
あ
る
も
の
並
び
に
酒
販
組
合
、
酒
販
組
合
連
合
会
及
び

酒
販
組
合
中
央
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
た
る
酒
類
販
売
業
者
の
三
分
の
二
以
上
が
五
千

万
円
（
酒
類
卸
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
一
億
円
）
以
下
の
金
額
を
そ
の
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
と

す
る
法
人
又
は
常
時
五
十
人
（
酒
類
卸
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
百
人
）
以
下
の
従
業
員
を
使
用
す
る
者
で
あ
る

も
の

◇
科
学
技
術
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
三

一
九
号
）（
内
閣
府
本
府
）

一

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関

す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

１

中
小
企
業
者
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第

二
条
の
二
関
係
）

２

新
技
術
補
助
金
等
を
交
付
す
る
法
人
の
範
囲
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
の
三
関
係
）

３

人
文
科
学
分
野
の
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
又
は

研
究
を
行
う
国
の
機
関
を
試
験
研
究
機
関
等
に
加
え

る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
一
関
係
）

４

科
学
技
術
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

お
い
て
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性

化
に
関
す
る
法
律
別
表
第
三
に
加
え
た
研
究
開
発
法

人
等
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
出
資
並
び
に
人
的
及
び

技
術
的
援
助
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
二
関

係
）

二

関
係
政
令
の
整
備

そ
の
他
関
係
政
令
の
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

三

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
と
し
た
。

◇
持
続
可
能
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保
に
資
す
る

取
組
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及

び
再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
三
二
〇
号
）（
国
土

交
通
省
）

持
続
可
能
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保
に
資
す
る

取
組
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び

再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第
三
六
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
二
年
一
一

月
二
七
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
持
続
可
能
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
保
に
資
す
る

取
組
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及

び
再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
政
令

第
三
二
一
号
）（
国
土
交
通
省
）

一

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

軌
道
事
業
の
特
許
を
要
す
る
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ

ス
継
続
実
施
計
画
、
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
及
び

地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
手

続
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
第
一
項
関
係
）

二

道
路
運
送
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
る
営
業
区
域
外

旅
客
運
送
の
禁
止
に
係
る
特
例
及
び
一
般
乗
合
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
の
路
線
定
期
運
行
に
係
る
事
業
許
可
等

の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
の
関
係
地
方
公
共
団
体
へ
の
通

知
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
を
地
方
運
輸
局
長

に
委
任
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
第
一
項
及
び
第
五

条
第
一
項
関
係
）

三

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

１

貨
客
運
送
効
率
化
事
業
を
含
む
流
通
業
務
総
合
効

率
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
の
実
施
主
体
が

行
う
事
業
の
業
種
を
所
管
す
る
大
臣
に
加
え
、
国
土

交
通
大
臣
を
主
務
大
臣
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
五

条
第
二
項
関
係
）

２

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
う
ち
貨
客
運
送
効

率
化
事
業
に
該
当
す
る
も
の
が
記
載
さ
れ
た
総
合
効

率
化
計
画
の
認
定
等
の
際
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
意

見
聴
取
等
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
こ

と
と
し
た
。（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

四

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
持
続
可
能
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

の
確
保
に
資
す
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
公
共

交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
一
一
月
二
七

日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

科
学
技
術
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
十
一
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
三
百
十
九
号

科
学
技
術
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
科
学
技
術
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び

関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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